
議
員

本
市
で
は
、
仕
事
と

育
児
の
両
立
が
で
き
る
環
境

づ
く
り
の
た
め
、
市
民
相
互

の
育
児
援
助
活
動
を
支
援
す

る
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
を
整
備
す
る
と
し
て

い
る
が
、
こ
の
事
業
へ
の
取

り
組
み
状
況
を
伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

こ
の
事
業

は
、
新
平
塚
市
総
合
計
画
改

訂
基
本
計
画
第
二
次
実
施
計

画
に
位
置
づ
け
、
子
育
て
支

援
を
地
域
に
お
い
て
会
員
相

互
で
支
え
合
う
事
業
で
あ
り
、

明
る
い
地
域
社
会
の
創
造
に

も
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
県
下
各
市
の
運
営
方

法
等
の
実
施
形
態
も
多
様
化

し
て
き
て
お
り
、
本
市
に
ふ

さ
わ
し
い
運
営
方
法
、
設
置

場
所
、
連
携
の
方
策
な
ど
、

実
施
に
当
た
っ
て
の
検
討
を

進
め
て
い
る
。

議
員

こ
の
事
業
の
今
後
の

実
施
見
通
し
を
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

平
成
十
五

年
四
月
に
豊
田
分
庁
舎
に
事

務
所
を
開
設
し
、
会
員
の
募

集
、
支
援
会
員
の
研
修
等
、

事
前
準
備
を
行
っ
た
後
、
七

月
か
ら
事
業
を
開
始
す
る
考

え
で
準
備
を
進
め
て
い
る
。

議
員

子
育
て
交
流
の
場
と

し
て
、
す
で
に
取
り
組
ん
で

い
る
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

の
利
用
状
況
を
伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
は
、
家
庭
で
子

育
て
を
し
て
い
る
保
護
者
が

子
供
と
参
加
し
や
す
い
子
育

て
サ
ロ
ン
を
中
心
と
し
て
、

相
談
や
情
報
の
提
供
、
子
育

て
サ
ー
ク
ル
の
支
援
な
ど
を

行
っ
て
お
り
、
こ
の
子
育
て

サ
ロ
ン
の
利
用
者
は
、
平
成

十
三
年
度
で
延
べ
一
万
人
を

超
え
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

議
員

子
育
て
環
境
を
整
え

る
た
め
、
子
育
て
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
す
る
こ
と
が
、
効
率

的
、
効
果
的
で
あ
る
と
思
う

が
考
え
を
伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

子
育
て
支

援
は
、
保
育
所
、
各
種
の
相

談
機
関
、
地
域
組
織
や
子
育

て
サ
ー
ク
ル
な
ど
と
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
図
り
な
が
ら
、
地

域
社
会
全
体
で
支
え
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
お

り
、
現
在
策
定
中
の
児
童
育

成
計
画
に
、
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
や
児
童
虐
待
防
止
対

策
な
ど
具
体
的
施
策
の
中
で
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
や
推

進
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
今

後
こ
の
計
画
に
基
づ
い
て
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
展
開
を
図
り
、

効
果
的
な
子
育
て
支
援
を
推

進
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

議
員

児
童
育
成
計
画
策
定

に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
考

え
方
を
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
長

児
童
育
成

計
画
は
、
子
供
の
自
立
性
や

社
会
性
の
醸
成
を
は
じ
め
、

子
育
て
と
社
会
参
加
へ
の
両

立
支
援
、
子
育
て
の
悩
み
や

不
安
解
消
等
の
課
題
に
適
切

に
対
応
す
る
た
め
、
�
子
供

の
最
善
の
利
益
の
確
保
、
�

子
育
て
家
庭
の
支
援
、
�
地

域
で
の
子
育
て
支
援
、
�
仕

事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
、

以
上
の
こ
と
を
柱
に
置
い
て

策
定
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

議
員

こ
の
計
画
は
、
ど
の

程
度
策
定
作
業
が
進
ん
で
い

る
の
か
。

健
康
福
祉
部
長

平
成
十
三

年
度
に
基
礎
資
料
と
し
て
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、

そ
の
集
計
・
分
析
を
基
に
関

連
計
画
と
の
整
合
性
を
図
り
、

素
案
の
作
成
を
行
っ
た
。
現

在
は
、
児
童
育
成
計
画
策
定

委
員
会
に
素
案
を
諮
り
、
ま

と
め
の
段
階
に
入
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

議
員

保
育
所
入
所
待
機
児

童
が
増
加
し
て
お
り
、
入
所

を
希
望
し
て
い
る
家
庭
に
と

っ
て
は
深
刻
な
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
市
は
ど
の
よ
う
に

解
消
を
図
る
考
え
で
い
る
の

か
聞
き
た
い
。

健
康
福
祉
部
参
事

社
会
福

祉
法
人
の
保
育
所
施
設
の
整

備
な
ど
を
最
優
先
に
推
進
し

解
消
を
図
る
考
え
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
に
民
間
保
育
所
の

創
設
が
あ
り
、
現
在
、
定
員

九
〇
人
の
保
育
所
の
整
備
を

進
め
て
お
り
、
平
成
十
五
年

四
月
一
日
に
開
設
を
予
定
し

て
い
る
。
更
に
、
定
員
九
〇

人
の
保
育
所
一
園
の
創
設
に

つ
い
て
県
と
協
議
を
進
め
て

い
る
。
ま
た
、
既
設
の
民
間

保
育
所
の
活
用
で
、
定
員
二

九
人
の
分
園
を
平
成
十
五
年

四
月
一
日
に
定
員
四
五
人
の

認
可
保
育
所
と
す
る
考
え
で
、

現
在
、
県
と
調
整
を
進
め
て

い
る
。
今
後
、
一
九
六
人
の

定
員
増
を
図
り
、
待
機
児
ゼ

ロ
を
目
指
し
て
い
く
。

議
員

介
護
保
険
制
度
の
充

実
を
図
る
と
と
も
に
、
高
齢

者
の
健
康
を
維
持
し
、
介
護

予
防
を
推
進
す
る
こ
と
も
重

要
な
施
策
で
あ
る
が
、
本
市

で
は
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み

を
行
っ
て
い
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
参
事

改
定
平

塚
市
老
人
保
健
福
祉
計
画
の

重
点
目
標
の
一
つ
に
、
介
護

予
防
の
推
進
を
掲
げ
、
各
種

の
施
策
を
推
進
し
て
い
る
。

保
健
面
で
は
、
元
気
な
高
齢

者
の
健
康
管
理
や
疾
病
予
防

の
た
め
に
、基
本
健
康
診
査
・

各
種
が
ん
検
診
等
の
健
康
診

査
や
健
康
教
育
、健
康
相
談
、

機
能
訓
練
な
ど
を
推
進
し
て

い
る
。
ま
た
、
福
祉
面
で
は
、

転
倒
骨
折
予
防
教
室
、
高
齢

者
食
生
活
改
善
、
生
活
管
理

指
導
な
ど
の
事
業
を
行
っ
て

い
る
。

議
員

今
後
、
ど
の
よ
う
な

施
策
を
考
え
て
い
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
参
事

介
護
予

防
の
重
要
性
か
ら
平
成
十
三

年
に
策
定
し
た
平
塚
市
介
護

予
防
行
動
推
進
指
針
に
基
づ

き
、地
域
住
民
・
関
係
団
体
・

行
政
と
の
協
働
の
も
と
、
地

域
と
一
体
と
な
り
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
手
法
で
介
護
予
防

の
推
進
を
図
っ
て
い
く
。
今

年
度
は
富
士
見
地
区
を
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
モ
デ
ル
地
区

と
し
た
が
、
更
に
全
市
域
で

の
開
催
に
向
け
、
順
次
進
め

て
い
く
考
え
で
あ
る
。

議
員

平
成
十
五
年
四
月
に

介
護
保
険
制
度
実
施
後
初
め

て
の
介
護
保
険
料
の
見
直
し

が
予
定
さ
れ
、
全
国
平
均
で

一
一
％
の
値
上
げ
が
見
込
ま

れ
て
い
る
。
本
市
の
介
護
保

険
料
の
見
通
し
は
ど
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
の
か
。

健
康
福
祉
部
参
事

介
護
保

険
料
は
、
利
用
者
と
利
用
サ

ー
ビ
ス
量
が
増
加
す
れ
ば
上

が
る
。
平
塚
市
介
護
保
険
事

業
計
画
の
事
業
費
と
実
績
値

と
の
比
較
や
介
護
サ
ー
ビ
ス

利
用
の
伸
び
等
を
分
析
し
、

ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や

供
給
体
制
調
査
等
を
基
に
、

サ
ー
ビ
ス
の
必
要
量
も
推
計

し
、
十
五
年
一
月
の
介
護
報

酬
改
定
を
待
っ
て
保
険
料
の

見
直
し
を
行
う
考
え
で
あ
る
。

議
員

特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の
待
機
者
が
約
五
七
〇
人

と
い
う
現
状
か
ら
、
解
消
に

向
け
て
ど
の
よ
う
に
取
り
組

ん
で
い
る
の
か
伺
い
た
い
。

健
康
福
祉
部
参
事

待
機
者

解
消
に
向
け
て
は
、
�
国
が

示
し
た
参
酌
標
準
を
基
本
に
、

本
市
の
地
域
特
性
を
反
映
さ

せ
た
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
施
設
整
備
の
検
討
を
現
在

進
め
て
い
る
。
�
県
で
は
今

年
度
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
の
入
退
所
指
針
を
作
成
し
、

今
ま
で
の
申
し
込
み
順
の
取

り
扱
い
か
ら
、
要
介
護
度
や

家
族
の
状
況
な
ど
、
在
宅
で

の
生
活
を
継
続
す
る
こ
と
が

困
難
な
方
が
優
先
的
に
入
所

で
き
る
よ
う
に
見
直
し
を
行

っ
た
。
�
多
様
な
受
け
皿
と

し
て
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、
ケ

ア
ハ
ウ
ス
な
ど
の
充
実
を
図

る
。
以
上
の
こ
と
を
総
合
的

に
進
め
る
こ
と
で
、
待
機
者

の
解
消
を
図
っ
て
い
く
。

議
員

救
急
車
の
出
動
件
数

は
年
々
増
加
の
傾
向
に
あ
る

が
、
現
在
の
救
急
車
両
が
五

台
と
い
う
状
況
は
い
つ
頃
か

ら
の
も
の
な
の
か
伺
い
た
い
。

消
防
長

平
成
六
年
三
月
に

旭
地
区
人
口
の
増
加
に
伴
い
、

公
所
地
内
に
旭
出
張
所
を
開

設
し
た
。
そ
の
時
に
、
救
急

隊
を
一
隊
増
隊
し
、
現
在
の

五
隊
体
制
に
至
っ
て
い
る
。

議
員

現
在
の
救
急
隊
の
人

員
や
救
急
車
両
の
配
置
に
よ

り
、
救
急
業
務
は
適
正
な
状

況
に
あ
る
の
か
。

消
防
長

救
急
隊
は
、
一
隊

三
人
編
成
で
四
五
人
の
隊
員

で
運
営
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

内
一
八
人
が
救
急
救
命
士
で

各
救
急
隊
へ
配
置
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
救
急
車
の
出
動

体
制
に
つ
い
て
は
、
平
成
十

四
年
三
月
か
ら
車
両
動
態
位

置
管
理
装
置
を
導
入
し
、
移

動
中
の
救
急
車
を
含
め
現
場

に
一
番
近
い
車
両
を
把
握
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
出
動
要

請
か
ら
六
分
程
度
で
現
場
へ

駆
け
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
車
両
動
態
位
置
管
理
装

置
や
救
急
車
と
消
防
車
が
同

時
に
出
動
す
る
体
制
等
に
よ

り
、
一
一
九
番
通
報
か
ら
病

院
ま
で
、
従
来
約
二
三
分
か

か
っ
て
い
た
も
の
が
、
現
在

一
五
分
程
度
に
短
縮
で
き
て

お
り
、
今
後
も
こ
の
体
制
を

推
進
す
る
考
え
で
あ
る
。

児
童
育
成
計
画
の
策
定

介
護
保
険
料
の
見
直
し

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

待
機
者
を
ど
う
解
消

陳情書の提出請願書の提出

受 け 付 け

議会運営委員会で協議常任委員会で審査

十
二
月
定
例
会
で
は
、
四

件
の
審
査
が
行
わ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
イ
ラ
ク

へ
の
先
制
攻
撃
反
対
の
意
見

書
に
つ
い
て
の
請
願
を
含
む

同
趣
旨
の
二
件
の
請
願
、
ま

た
、
中
部
電
力
浜
岡
原
子
力

発
電
所
の
休
止
を
求
め
る
請

願
、
ま
た
、
物
価
ス
ラ
イ
ド

の
凍
結
解
除
に
よ
る
年
金
の

減
額
を
は
じ
め
年
金
制
度
の

改
悪
に
反
対
し
、
最
低
保
障

年
金
制
度
の
創
設
を
求
め
る

請
願
は
、
い
ず
れ
も
継
続
審

査
と
決
定
し
た
。

市政に関する事項について
は陳情趣旨を執行部に照会審査結果を本会議に報告

陳情者に結果を通知本会議で議決

請願者に結果を通知

少少
子子
社社
会会
のの
子子
育育
てて
環環
境境
づづ
くく
りり
へへ

施施
策策
のの
ネネ
ッッ
トト
ワワ
ーー
クク
化化
をを
検検
討討

入入所所待待機機児児解解消消にに向向けけ

民民間間保保育育所所をを増増設設

（�）

〈審査の流れ〉

平成��年（２００３年）�月�日

請願・陳情のてびき
市政について、意見や要望がある時はだれでも議会
に請願や陳情を出すことができます。請願には議員の
紹介が必要ですが、陳情には必要ありません。
〈請願・陳情書の提出方法〉
請願および陳情の提出には、提出日、住所、氏名（団
体名・役職名）、押印およびあて先（平塚市議会議長
○○○○）の記載が必要です。
請願の提出締め切りは、各定例会とも本会議第２日
目の午後５時までです。一方、陳情は各定例会ごとに
おおむね３回開催される議会運営委員会の２日前（土・
日曜日、祝日を除く）までです。
なお、提出された請願・陳情はすべて全議員にその
写しを配付しています。

子育て支援センターのひろば（豊田分庁舎）

ひらつか議会だより

介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介
護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護
予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予
防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防
のののののののののののののののののののののののののののののののののののの
推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推
進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進
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福祉まつり（１４年１１月）
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